
 奨学金の案内 個人応募 
 

３学年対象 南部振興会育英奨学生 

 
 

南部地域の人材育成を目的として、学業及び人物ともに優れており、経済的理由により

就学に困難があると認められる大学生に対し、奨学金の貸与を行っています。 

 

 

１.応募資格 
引きつづき 1 年以上南部に本籍と住所(学業のための住所変更は問わない。)を有し、学

校教育法に定める大学及び高等専門学校並びに学校教育法第１２６条に定める専修学校の

専門課程に在学している者のうち学業、人物、ともに優秀でありかつ健康であって経済上

の支障で学業を続けることが困難と認められるもの。 

※独立行政法人日本学生支援機構、地方公共団体若しくは民間育英団体等から奨学金の

給付･貸与を受けていない者又は母子及び父子並びに寡婦福祉法による修学資金の給

付･貸与を受けていない者。(給付型奨学金の併用は認める。) 

 

２.募集人数及び貸与月額 
① 募集人数 １２名  

② 貸与月額 県内：４0，０００円、県外：５０，０００円 

③ 貸与期間 奨学生に採用した時から、その者の大学の最短修業年限の終期まで。 

 

３．償還金の免除(免除申請書の提出が必要) 
 奨学金の貸与を受けた者が、卒業後１年以内(特別な事情がある場合は、２年以内)に推

薦市町村内に就職と住所を有し、５年を経過した時は、申請により償還金の２分の１に相当す

る額の償還を免除する。 
 
４．提出書類 
⑴ 南部振興会奨学生願書(様式第１号) 

⑵ 市町村長の推薦書(様式第２号) 

⑶ 学校長の人物考定書(様式第３号) （高校へ申請する） 

⑷ 所得調書(様式第４号) ※世帯全員分 

⑸ 在学証明書 （大学等へ申請する） 

⑹ 戸籍抄本及び住民票謄本 ※本籍と現住所の両方の記載があること 

⑺ その他理事長の指示する書類 ※前学年の学業成績証明書(高校へ申請する) 

 

５．申込方法・提出期限 
① 申込方法：住所を有する市町村を経由して所定の手続きをしてください。 

② 提出期限：住所を有する市町村の(総務課・教育委員会)受付窓口で確認してください。 

雄 飛 
向陽高校進路便り 第５９号 

令和４年２月２日(水) 

～努意志策～ 

２６期生前期試験まで 

２３！  

※問い合わせ・提出先・・・進路部 奨学金担当：漢那・照屋まで 

希望者は、２月２８日(月)までに進路部から必要書類を受け取ってください。 
※学校を通しての申請ではなく、個人での提出になります。 


